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（
一
主
権
の
下
に
他
の
主
権
が
存
在
す
る
状
態
ま
た

は
二
重
主
権
の
併
存
）。
ハ
ミ
ル
ト
ン
がT

he
F
ederalist

で
頻
用
し
た
語
。

こ
の
時
代
の
合
衆
国
政
体
を
最
も
よ
く
表
現
し
て
い
る
。
従
っ
て
か
つ
て

State

を
連
合
規
約
下
で
は
「
邦
」、
合
衆
国
憲
法
制
定
後
は
「
州
」
と
訳

出
し
た
の
は
有
意
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
の
諸
研
究
並
び
に
斯
る
政
治
的

状
態
が
相
当
期
間
継
続
し
た
事
実
を
勘
案
す
れ
ば
、
今
日
そ
の
区
別
は
む

し
ろ
不
用
で
あ
る
。
ま
た
本
稿
中
、
特
に
「
州
憲
法
」
と
断
ら
な
い
限
り

「
憲
法
」
は
「
合
衆
国
憲
法
」
を
指
す
も
の
と
す
る
。

（
一
）
は
じ
め
に

一
八
世
紀
末
、
ア
メ
リ
カ
は
Ｊ
・
ロ
ッ
ク
の
自
然
権
思
想
の
下

に
自
由
と
財
産
権
と
を
結
合
さ
せ
て
独
立
を
果
し
た
点
で
は
見
事

な
成
果
を
収
め
た
（
１
）
。
し
か
し
独
立
後
の
ア
メ
リ
カ
は
様
々
な
難
局

に
直
面
し
た
。
そ
の
最
た
る
も
の
の
一
つ
を
Ｊ
・
ア
ダ
ム
ズ
は
次

の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
。「
我
ら
独
立
の
創
造
者
た
ち
の
偉
業

は
半
ば
達
せ
ら
れ
た
に
過
ぎ
な
い
。我
々
は
こ
れ
ら（
複
数
形
│
│

引
用
者
註
）
合
衆
国
の
為
に
一
つ
の
憲
法
を
制
定
し
な
か
っ
た
」

と
。
戦
時
中
、
初
め
て
国
名
を
定
め
た
連
合
規
約
（
一
七
八
一

年
）
及
び
諸
州
憲
法
の
下
、
民
主
主
義
は
そ
の
第
一
義
的
ル
ー
ル

で
あ
る
多
数
決
原
理
を
含
め
危
う
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
実
感
さ

れ
て
い
た
。
ア
ダ
ム
ズ
は
続
い
て
警
告
し
て
い
る
、「
民
主
主
義

が
永
続
し
た
こ
と
が
な
い
こ
と
を
銘
記
せ
よ
。
そ
れ
は
す
ぐ
に
消

耗
し
、
枯
渇
し
て
自
ら
を
滅
ぼ
し
て
し
ま
う
。
自
殺
を
お
か
さ
な

か
っ
た
民
主
政
な
ど
未
だ
か
っ
て
存
在
し
た
こ
と
が
な
い
（
２
）
。」

建
国
の
父
祖
た
ち
が
設
立
し
た
の
は
「
最
も
単
純
な
民
主
主

義
」
で
は
な
く
、「
こ
の
地
球
上
に
お
い
て
も
っ
と
も
複
雑
な
政

体
」
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
そ
れ
を
自
由
政
府
と
呼
ん
だ
。
ど
う
呼
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称
し
よ
う
と
差
支
え
な
い
が
、
そ
れ
は
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
大
会

が
始
ま
る
六
週
間
前
Ｊ
・
マ
デ
ィ
ス
ン
が
ヴ
ァ
ジ
ニ
ア
州
知
事

Ｅ
・
ラ
ン
ド
ル
フ
に
宛
て
た
書
簡
に
う
か
が
え
る
。「
ア
メ
リ
カ

的
連
邦
主
義
は
不
可
避
的
に
不
分
明
さ
を
有
す
る
」、「
各
州
の

個
々
的
独
立
性
は
、
結
合
的
主
権
と
は
全
く
相
容
れ
な
い
」、
ま

た
「
同
時
に
諸
州
を
一
つ
の
統
一
さ
れ
た
共
和
国
に
統
合
す
る
こ

と
は
不
可
能
且
つ
非
現
実
的
で
あ
る
」、
と
。
そ
こ
に
は

ユ
ニ
オ
ン
・
ウ
ィ
ザ
ウ
ト
・
ユ
ニ
テ
ィ

統
一
な
き
ユ
ニ
オ
ン
と
い
う
連
邦
統
治
シ
ス
テ
ム
が
率
直
に
語
ら

れ
て
い
る
（
３
）
。

マ
デ
ィ
ス
ン
は
ま
た
別
の
個
所
で
連
合
規
約
下
ア
メ
リ
カ
が
陥

入
っ
て
い
る
困
難
な
状
況
を
具
体
的
に
示
し
て
み
せ
た
。「
各
州

が
連
合
の
要
求
に
応
じ
な
い
」、「
州
に
よ
る
連
邦
権
威
の
侵
害
」、

「
外
国
と
の
条
約
違
反
」、「
各
州
相
互
の
侵
犯
」、「
各
州
が
共
通

の
利
害
で
一
致
し
え
な
い
」、「
内
乱
に
対
処
す
る
た
め
の
憲
法
上

の
保
障
が
各
州
に
な
い
」、「
連
邦
政
府
の
法
及
び
強
制
に
制
裁
権

が
な
い
」、「
連
合
規
約
が
人
民
に
批
准
さ
れ
て
い
な
い
」、「
各
州

の
法
が
容
易
に
変
更
さ
れ
る
」、「
各
州
の
法
が
不
統
一
で
相
互
に

矛
盾
」、「
多
数
者
に
よ
る
支
配
と
立
法
活
動
、
偏
見
と
衝
動
」
な

ど
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
、
と
（
４
）
。

マ
デ
ィ
ス
ン
が
指
摘
し
た
諸
弱
点
│
│
州
政
府
と
中
央
政
府
の

い
ず
れ
も
が
統
治
の
属
性
に
よ
る
主
権
を
主
張
す
る
と
同
時
に
、

イ

ム

ペ

リ

ウ

ム

そ
れ
を
放
棄
し
て
い
る
国
家
像
│
│
植
民
地
時
代
に
絶
対
的
権
限

の
所
在
を
め
ぐ
っ
て
王
党
派
は
本
国
議
会
に
、
愛
国
派
は
地
方
、

即
ち
植
民
地
側
に
あ
る
と
主
張
し
あ
っ
たim

perium
in

im
pe-

rio

一
つ
の
主
権
内
に
他
の
主
権
が
存
在
す
る
主
権
内
の
主
権
問

題
を
未
解
決
の
ま
ま
ア
メ
リ
カ
は
船
出
し
た
。

ア
ダ
ム
ズ
も
亦
、「
二
つ
の
至
高
で
独
立
的
な
権
威
が
同
一
国

家
内
に
存
在
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
」
と
考
え
た
し
、
王
党
派

の
Ｄ
・
レ
オ
ナ
ー
ド
は
「
ま
る
で
同
一
の
人
体
内
に
相
異
な
り
、

相
抗
し
、
互
い
に
破
壊
し
あ
う
二
つ
の
異
な
っ
た
意
思
と
行
為
が

同
居
す
る
よ
う
な
政
治
的
不
条
理
」
と
酷
評
し
た
。
独
立
は
こ
の

問
題
を
完
全
に
解
決
し
た
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
更
に
複
合
化
し

て
大
西
洋
の
こ
の
岸
に
移
し
た
丈
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
連
合
規
約

が
そ
の
好
見
本
で
あ
っ
た
。
最
高
の
権
威
の
所
在
問
題
は
未
解
決

の
ま
ま
、
各
州
は
全
体
の
秩
序
維
持
と
両
立
し
え
な
い
ほ
ど
主
権

を
維
持
し
た
為
、
連
合
規
約
は
「
一
国
の
憲
法
で
は
な
く
」
締
盟

国
の
善
意
や
道
徳
的
拘
束
力
に
よ
っ
て
遵
守
さ
れ
る
こ
と
の
出
来

る
、
そ
し
て
遵
守
さ
れ
な
く
と
も
何
ら
の
法
的
制
裁
を
伴
な
わ
な

い
「
一
種
の
国
際
条
約
」
に
も
比
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の

為
、
連
合
規
約
は
北
西
部
条
例
を
定
め
た
以
外
、
殆
ん
ど
何
事
も

満
足
す
べ
き
こ
と
を
な
し
え
な
か
っ
た
。

マ
デ
ィ
ス
ン
が
指
摘
し
た
国
家
像
は
�
よ
り
完
全
な
ユ
ニ
オ

史

学

第
七
八
巻

第
四
号

六
二
（
四
四
四
）



ン
�（
憲
法
・
前
文
）
を
形
成
し
た
筈
（
一
七
九
三
年
）
に
至
っ

て
も
一
種
の
郷
愁
を
以
て
省
み
ら
れ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
政
体
が
最

初
に
本
格
的
に
取
り
あ
げ
ら
れ
、
ま
た
修
正
第
十
一
条
（
一
七
九

五
年
）
を
制
定
さ
せ
る
契
機
と
な
っ
た
チ
シ
ョ
ム
対
ジ
ョ
ー
ジ
ア

事
件
に
お
い
て
（
５
）
、
か
つ
て
の
制
憲
議
会
の
メ
ム
バ
ー
で
あ
っ
た
連

邦
最
高
裁
判
事
ウ
イ
ル
ス
ン
は
、
諸
州
批
准
大
会
は
「
ア
メ
リ
カ

人
民
の
単
な
る
便
宜
的
な
集
合
場
所
に
過
ぎ
ず
」、
州
は
な
お
且

つ
「
主
権
体
」
で
あ
る
旨
を
主
張
し
続
け
て
い
る
が
、
そ
れ
は
却

ユ
ニ
ー
ク
ネ
ス

っ
て
「
ア
メ
リ
カ
的
連
邦
主
義
の
無
類
性
」
で
あ
る
と
称
え
た
。

連
邦
権
威
の
拡
大
を
主
張
し
た
多
数
意
見
の
ウ
イ
ル
ス
ン
判
事
で

す
らim

perium
in

im
perio

の
幻
影
か
ら
完
全
に
脱
却
し
て
い

な
か
っ
た
よ
う
に
思
え
る
（
６
）
。

（
二
）
独
立
後
の
難
問
題

独
立
後
ア
メ
リ
カ
が
抱
え
た
今
一
つ
の
難
問
は
、
厖
大
な
債
務

の
存
在
で
あ
っ
た
。
独
立
戦
争
時
、
戦
費
を
賄
な
う
こ
と
を
中
心

に
連
合
及
び
各
州
が
発
行
し
た
内
・
外
債
は
合
わ
せ
て
約
四
千
万

ド
ル
に
上
っ
て
い
た
。
そ
の
後
も
戦
中
の
活
況
の
反
動
と
し
て
続

い
た
不
況
が
歳
入
の
増
加
を
困
難
に
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
連
合

も
州
も
そ
の
負
債
を
増
大
さ
せ
、
公
債
の
価
格
は
急
速
に
下
落
し

て
額
面
の
十
分
の
一
以
下
に
な
っ
た
例
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
一

方
、
投
機
業
者
は
こ
れ
ら
の
公
債
が
将
来
額
面
通
り
支
払
わ
れ
る

こ
と
を
期
待
し
て
、
独
立
戦
争
に
従
事
し
た
者
に
支
給
さ
れ
た
公

債
そ
の
他
金
銭
に
困
っ
て
い
る
者
た
ち
の
公
債
を
買
い
集
め
て
い

て
、
こ
こ
に
全
国
的
な
債
権
・
債
務
者
の
関
係
が
出
現
し
た
。

問
題
は
こ
の
利
害
関
係
を
ど
の
権
威
が
処
理
す
る
か
に
あ
っ
た
。

当
然
、
前
述
の
よ
う
な
単
独
二
重
主
権
が
併
存
す
る
限
り
、
そ
れ

に
州
が
関
与
す
る
の
は
不
可
避
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
財
政
難

を
克
服
す
る
一
法
と
し
て
、
関
税
の
増
徴
や
増
税
が
求
め
ら
れ
た

が
、
一
般
農
民
を
中
心
と
す
る
社
会
中
層
以
下
の
人
々
が
主
張
し

た
の
は
独
立
戦
争
中
に
多
量
に
発
行
さ
れ
た
紙
幣
を
引
続
き
増
刷

す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
債
務
に
悩
ま
さ
れ
て
い
た
彼
ら
は
紙
幣
の

増
発
に
よ
る
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
望
ん
だ
の
で
あ
る
。
そ
れ
は

ペ
ー
パ
ー
・
マ
ニ
ー
プ
ロ
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン

明
ら
か
に
憲
法
第
一
章
第
八
節
三
項
の
所
謂
紙

幣

条

項

違
反
で
あ
っ
た
が
、
紙
幣
の
増
刷
は
一
七
八
六
年
に
は
七
州
に
達

し
た
と
い
わ
れ
る
。

債
権
者
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
債
務
の
支
払
い
を
価
値
の
落
ち

た
紙
幣
で
は
な
く
、
硬
貨
で
の
支
払
い
を
求
め
た
。
州
は
紙
幣
が

そ
れ
に
提
供
さ
れ
た
時
に
は
そ
れ
を
受
領
す
る
義
務
が
あ
る
旨
を

定
め
た
法
を
再
三
制
定
し
た
。
更
に
弁
済
期
限
を
延
期
す
る
法

stay
law

、
債
務
の
分
割
払
い
を
認
め
る
法installm

ent

、
特
定

の
物
資
で
の
代
物
弁
済
を
認
め
る
法
、
破
産
法
、
債
務
者
拘
禁im

-
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prisonm
ent

for
debts

の
禁
止
、
一
括
し
て
負
債
者
救
済
指
向

の
諸
法
が
「
州
」
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
た
（
７
）
。
こ
の
よ
う
な
債
権
者

の
財
産
権
を
損
な
う
よ
う
な
法
律
は
、
独
立
時
に
固
く
か
ち
と
っ

た
財
産
権
尊
重
思
想
に
違
背
し
て
い
て
、
そ
れ
ら
は

イ
ム
ペ
リ
ウ
ム
・
イ
ン
・
イ
ン
ペ
リ
オ

同
一
国
家
内
二
重
主
権
主
権
の
存
在
が
も
た
ら
し
た
悪
と
映
っ
た

の
で
あ
る
。

他
方
、
社
会
の
上
層
部
が
依
然
と
し
て
政
治
を
支
配
し
て
い
た

州
で
は
、
紙
幣
の
発
行
を
止
め
、
増
税
に
よ
っ
て
歳
入
の
増
加
を

計
る
と
い
う
健
全
政
策
が
採
ら
れ
、
税
金
や
債
務
の
支
払
い
は
硬

貨
で
な
さ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
。
ま
た
債
務
者
救
済
の
立
法
は

な
さ
れ
ず
、
約
定
さ
れ
た
期
限
ま
で
に
弁
済
が
な
さ
れ
な
い
場
合
、

抵
当
権
は
即
時
発
効
し
て
債
務
者
拘
禁
の
制
裁
が
課
さ
れ
た
。
先

に
引
用
し
た
Ａ
・
ネ
ヴ
ィ
ン
ズ
よ
り
も
考
察
期
間
を
三
年
間
延
長

し
て
、
詳
細
な
統
計
を
駆
使
し
た
よ
り
最
近
の
研
究
に
よ
れ
ば
、

そ
れ
を
禁
じ
た
州
は
原
初
十
三
州
の
う
ち
、
マ
サ
チ
ュ
セ
ッ
ツ
、

デ
ラ
ウ
エ
ア
、
ニ
ュ
ー
ハ
ム
プ
シ
ャ
の
三
州
に
し
か
す
ぎ
な
い
こ

と
を
示
し
て
い
る
（
第
一
表
参
照
（
８
）
）。
戦
後
の
金
融
・
財
政
危
機

に
当
っ
て
、
如
何
に
州
が
そ
れ
に
関
わ
っ
て
い
て
、
連
合
規
約
の

弱
体
�「
政
治
的
愚
挙
」�「
同
一
主
権
内
に
他
の
主
権
が
併
存
」

す
る
状
態
の
一
掃
は
一
つ
の
宿
願
と
な
っ
て
い
た
。

そ
れ
を
端
的
に
示
し
て
み
せ
た
の
が
債
務
者
救
済
的
諸
法
が
施

さ
れ
て
い
な
か
っ
た
マ
サ
チ
ュ
セ
ッ
ツ
州
西
部
で
発
生
し
た
シ
ェ

イ
ズ
の
叛
乱Shays

R
ebellion

で
あ
っ
た
。
そ
の
発
生
因
、
鎮

圧
経
過
、
余
後
の
三
点
と
も
に
憲
法
制
定
へ
の
大
き
な
過
程
の
中

で
特
筆
に
値
す
る
。
一
七
八
六
年
秋
、
独
立
戦
争
の
勇
士
Ｄ
・
シ

ェ
イ
ズ
大
佐
に
率
い
ら
れ
た
多
く
の
復
員
兵
を
含
む
農
民
た
ち
が

起
し
た
こ
の
叛
乱
の
要
求
事
項
は
、
�
紙
幣
の
発
行
、
�
減
税
、

�
抵
当
権
の
実
行
の
禁
止
、
�
債
務
者
拘
禁
の
廃
止
等
で
あ
り
、

正
し
く
第
一
表
に
示
さ
れ
た
他
州
に
見
ら
れ
る
債
務
者
救
済
方
策
、

債
権
者
か
ら
す
れ
ば
「
契
約
の
義
務
を
損
な
う
よ
う
な
」
州
法
を

求
め
た
動
き
で
あ
っ
た
。

こ
の
叛
乱
は
ボ
ス
ト
ン
の
富
裕
商
人
た
ち
が
進
ん
で
州
に
貸
し

た
金
で
集
め
ら
れ
た
数
千
の
軍
隊
に
よ
っ
て
鎮
圧
さ
れ
た
が
、
シ

ェ
イ
ズ
に
対
す
る
死
刑
の
判
決
を
初
め
、
反
乱
軍
に
対
す
る
有
罪

判
決
は
議
会
に
よ
る
免
責
法A

ct
of

indem
nity

（
恩
赦
）
に
よ

っ
て
結
局
執
行
さ
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
果
断
な
措
置
を
と
っ
て
鎮

圧
に
貢
献
し
た
州
知
事
Ｊ
・
ボ
ー
ド
ウ
イ
ン
は
次
の
選
挙
で
敗
れ

て
い
る
。
こ
れ
ら
の
事
は
、
叛
乱
す
る
側
、
鎮
圧
す
る
側
の
間
に

財
産
権
を
め
ぐ
る
対
立
が
既
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
、
世
論
が
こ

の
叛
乱
に
同
情
的
で
あ
っ
た
こ
と
、
州
に
よ
る
負
債
者
救
済
的
立

法
の
制
定
も
或
る
程
度
不
可
避
的
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て

い
る
。
さ
ら
な
る
叛
乱
は
絶
対
に
阻
止
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
も
し

史

学

第
七
八
巻

第
四
号

六
四
（
四
四
六
）



第１表 契約の義務を損なう州法，１７８９�１８１５年

Ga.

S
S

S
S
S

S＝Stay, I＝Installment, B＝Banktrupcy
出典：Steven R.Boyd, “The Contract Clause and the Evolution of American Federalism, 1789�1815,”

44 William and Mary Quarterly 3 rd ser.（1987）, 537.

S.C.

IB
IB
IB
IB
IB
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

N.C.

B
B
B
B
B

S
S

S
S
S

Va.

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S

Md.

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Pa.

B
B
B
B
B

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

B
B
SB

SB

N.J.

B
B
B
B
B

N.Y.

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

B

Conn.

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

B

R.I.

SB
SB
SB
SB
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

B

Vt.

SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB

SB

Year

1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814

1815
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起
る
と
し
て
も
そ
れ
に
対
処
す
べ
き
十
分
な
武
力
を
連
合
は
保
持

す
べ
き
こ
と
│
│
要
す
る
に
�
よ
り
完
全
な
ユ
ニ
オ
ン
�
形
成
に

必
須
な
具
体
的
問
題
が
提
示
さ
れ
、
斯
く
て
憲
法
制
定
へ
の
道
が

準
備
さ
れ
た
。

（
三
）
憲
法
制
定
へ
の
道
程

実
際
、
憲
法
制
定
連
合
議
会
召
集
の
主
要
因
は
、
こ
の

デ
タ
ー
・
リ
リ
ー
フ
・
オ
リ
エ
ン
テ
ド

「
債
務
者
救
済
指
向
の
諸
州
政
策
へ
の
反
対
」
で
あ
っ
た
（
９
）
。
煎
じ

つ
め
れ
ば
問
題
は
次
の
如
く
で
あ
る
。
債
務
に
苦
し
む
多
く
の
人

民
の
存
在
と
、
そ
れ
を
救
済
す
る
傾
向
の
州
法
の
積
年
的
制
定
、

そ
れ
が
債
権
者
の
財
産
権
を
害
す
る
こ
と
│
│
換
言
す
れ
ば
負
債

者
救
済
と
既
得
権
保
護
と
の
対
立
が
、
植
民
地
時
代
以
来
未
解
決

の
ま
ま
引
継
れ
た
生
得
的
な
怪
物im

perium
in

im
perio

と
相

絡
み
、
同
時
的
に
解
決
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
│
│
そ
れ
が
シ

ェ
ィ
ズ
の
叛
乱
が
残
し
た
教
訓
で
あ
っ
た
。
中
央
政
府
権
限
の
強

化
が
望
ま
れ
る
中
で
、「
諸
州
の
気
ま
ぐ
れ
（
１０
）
」、
特
に
紙
幣
発
行
と

契
約
の
義
務
に
干
渉
す
る
が
如
き
州
法
は
厳
に
戒
め
ら
れ
ね
ば
な

ら
な
い
。
そ
れ
こ
そ
が
「
こ
の
憲
法
制
定
議
会
に
懸
念
を
創
出
し
、

一
般
人
心
を
し
て
他
の
い
か
な
る
単
一
主
題
よ
り
も
遥
か
に
連
合

規
約
の
全
面
改
訂
に
向
か
わ
せ
た
」
と
は
、
一
七
八
九
年
秋
の
マ

デ
ィ
ス
ン
の
述
懐
で
あ
る
（
１１
）
。
Ｊ
・
ウ
イ
ル
ス
ン
も
後
日
ペ
ン
シ
ル

ヴ
ァ
ニ
ア
州
批
准
大
会
で
、「
憲
法
に
以
下
の
条
文
づ
き
の
契
約

条
項
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
採
択
の
価
値
が
あ
る
」
と
し
て
（
１２
）
、
後
の

憲
法
契
約
条
項
と
ほ
ぼ
同
文
の
提
案
を
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
州
の

権
限
制
約
、
即
ち
「
州
の
気
ま
ぐ
れ
」
抑
制
、
二
重
主
権
の
併
存

克
服
を
試
み
た
。
こ
れ
が
憲
法
制
定
推
進
派
の
基
本
点
で
あ
っ
た
。

憲
法
制
定
会
議
に
集
っ
た
代
表
は
有
能
で
経
験
に
富
ん
だ
人
々

で
あ
り
、
革
命
期
、
国
事
に
関
わ
っ
て
き
た
人
達
で
あ
っ
た
。
人

民
に
信
を
お
く
こ
と
少
な
く
、
如
何
な
る
今
日
的
意
味
に
お
い
て

デ
モ
ク
ラ
ッ
ト

も
平
等
論
者
で
は
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
一
方
で
強
い
政
府
を
望
み
、

ポ
ピ
ュ
ラ
ー
・
ガ
ヴ
ァ
ン
メ
ン
ト

他
方
で
人
民
政
治
は
財
産
権
へ
の
潜
在
的
脅
威
に
な
る
と
考

え
て
い
た
。
制
憲
大
会
で
は
高
水
準
の
知
的
行
為
が
見
ら
れ
た
。

北
部
商
人
、
南
部
プ
ラ
ン
タ
ー
、
法
律
家
な
ど
夫
々
殆
ん
ど
の
代

表
は
裕
福
な
個
人
で
あ
っ
た
。
今
日
で
も
合
衆
国
憲
法
と
経
済
的

自
由
の
保
護
の
研
究
で
依
然
古
典
と
し
て
の
声
価
を
保
っ
て
い
る

Ｃ
・
Ａ
・
ビ
ア
ー
ド
は
（
１３
）
、
一
九
一
三
年
の
名
著
に
お
い
て
各
州
か

ら
選
出
さ
れ
た
五
十
五
代
表
を
次
の
よ
う
に
分
析
し
て
い
る
。

「
小
農
や
小
工
業
者
や
労
働
者
の
利
益
を
代
表
す
る
者
は
一
人
も

い
な
か
っ
た
。
そ
し
て
六
分
の
五
以
上
が
強
力
な
中
央
政
府
の
出

現
に
よ
っ
て
利
益
を
受
け
る
立
場
に
あ
っ
た
。
即
ち
少
な
く
と
も

四
十
名
が
公
債
所
有
者
を
代
表
し
、
少
な
く
と
も
十
四
名
が
土
地

を
投
機
の
対
象
と
し
て
お
り
、
少
な
く
と
も
二
十
四
名
が
高
利
貸

史
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し
を
、
少
な
く
と
も
十
一
名
が
商
工
業
ま
た
は
海
運
業
を
、
少
な

く
と
も
十
五
名
が
奴
隷
保
有
者
を
代
表
し
て
い
た
」
と
（
１４
）
。

こ
の
よ
う
な
分
析
か
ら
は
次
の
よ
う
な
結
論
が
導
か
れ
る
の
は

自
然
で
あ
る
。「
憲
法
を
創
出
し
た
諸
力
の
中
で
は
、
全
能
の
権

威
を
有
す
る
州
議
会
に
抗
し
て
財
産
権
の
保
護
を
求
め
る
力
が
最

も
活
動
的
で
あ
っ
た
」。
ビ
ア
ー
ド
は
さ
ら
に
マ
デ
ィ
ス
ン
、
ハ

ミ
ル
ト
ン
、
Ｊ
・
マ
ー
シ
ャ
ル
を
引
用
し
て
憲
法
第
一
章
第
十
節

の
契
約
条
項
は
「
人
格
を
損
ね
る
よ
う
な
立
法
を
禁
ず
る
よ
う
意

図
し
た
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

ま
た
建
国
時
代
史
の
権
威
Ｍ
・
ジ
ェ
ン
セ
ン
や
Ｆ
・
マ
ク
ド
ナ

ル
ド
も
ビ
ア
ー
ド
に
賛
同
し
て
、
両
者
と
も
斯
る
州
法
の
禁
止
と

契
約
条
項
の
制
定
が
フ
ェ
デ
ラ
リ
ス
ト
の
目
的
に
適
っ
た
も
の
だ

っ
た
と
強
調
し
て
い
る
（
１６
）
。
敢
て
例
外
と
言
え
ば
後
日
、
連
邦
最
高

裁
長
官
に
な
っ
た
マ
ー
シ
ャ
ル
が
こ
の
契
約
条
項
は
私
的
な
契
約

の
み
な
ら
ず
公
的
な
そ
れ
ま
で
に
及
ぶ
と
広
義
に
解
釈
し
、
よ
り

積
極
的
な
姿
勢
を
示
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
（
１７
）
。
と
も
あ
れ
彼
ら
の
一

致
し
た
見
解
は
、
二
重
主
権
並
存
状
態
の
克
服
と
財
産
権
の
尊
重

で
あ
っ
た
。

然
し
史
家
の
間
で
右
の
よ
う
な
一
般
的
合
意
が
あ
る
と
し
て
も
、

制
憲
大
会
、
各
州
批
准
大
会
を
経
て
憲
法
制
定
後
へ
と
続
く
一
連

の
司
法
、
立
法
、
行
政
的
諸
政
策
を
通
覧
す
る
と
、
事
は
一
層
複

プ
ロ
パ
テ
ィ
・
コ
ン
シ
ャ
ス
・

雑
で
あ
る
こ
と
が
判
る
。
憲
法
制
定
者
た
ち
の
財
産
意
識
的

ア
テ
ィ
チ
ュ
ー
ド

姿

勢
が
彼
ら
の
経
済
的
利
己
利
益
を
反
映
し
て
お
り
、
そ
の

経
済
的
動
機
は
誰
も
全
的
に
否
定
し
え
な
い
。
然
し
そ
れ
に
過
度

に
集
中
・
単
純
化
し
て
し
ま
う
こ
と
は
避
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ

れ
だ
け
で
は
建
国
の
父
祖
た
ち
の
憲
政
的
哲
学
を
十
分
に
は
説
明

し
き
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

第
一
に
、
経
済
的
要
因
の
み
を
強
調
す
れ
ば
、
財
産
所
有
が
自

由
享
受
に
と
っ
て
必
須
で
あ
り
同
位
的
と
す
る
ド
ク
ト
リ
ン
が
独

立
以
来
こ
の
時
点
ま
で
に
既
に
長
期
に
亘
っ
て
ア
ン
グ
ロ
・
ア
メ

リ
カ
ン
憲
政
思
想
の
基
本
的
信
条
と
な
っ
て
い
た
事
実
を
看
過
す

る
こ
と
に
な
る
（
１８
）
。
第
二
に
、
シ
ェ
イ
ズ
の
叛
乱
が
象
徴
的
に
示
し

て
み
せ
た
よ
う
に
、
制
憲
大
会
代
表
団
の
多
く
が
富
裕
、
知
的
階

級
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
こ
の
時
点
ア
メ
リ
カ
に
は

異
種
多
様
で
、
従
っ
て
利
害
が
対
立
す
る
構
図
が
在
っ
た
。
或
る

者
は
貪
富
の
間
の
抗
争
を
危
ぶ
み
、
他
者
は
商
業
的
利
益
と
農
本

的
利
益
と
の
間
の
対
立
を
予
見
し
て
い
た
。
制
憲
大
会
を
前
に
し

て
各
代
表
団
は
こ
の
よ
う
な
経
済
的
利
害
に
つ
い
て
は
決
し
て
同

意
し
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
故
、
二
重
主
権
並
存
状
態
を
克
服
し

て
、�
よ
り
完
全
な
ユ
ニ
オ
ン
�
を
希
求
し
た
マ
デ
ィ
ス
ン
の
主

張
に
も
拘
ら
ず
、
現
実
と
し
て
誕
生
し
た
の
は
「
全
的
に

ナ

シ

ヨ

ナ

ル

フ
ィ
デ
ラ
ル

国
家
統
一
的
で
も
な
け
れ
ば
、
全
的
に
連
邦
的
で
も
な
い
」
と
い
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う
政
体
で
あ
っ
た
（
１９
）
。

州
の
権
限
を
制
約
し
た
憲
法
第
一
章
第
十
節
、
就
中
契
約
条
項

に
つ
い
て
も
、
連
邦
、
州
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
の
意
味
を
論
ず
る
際
に
、

そ
の
時
折
々
の
諸
要
因
を
勘
案
し
て
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
方
向
を
余

儀
な
く
さ
せ
た
。
従
っ
て
「
州
の
気
ま
ぐ
れ
」
を
抑
止
す
べ
き
契

約
条
項
、
特
に
紙
幣
条
項
に
つ
い
て
は
「
概
念
と
し
て
は
広
く
、

詳
細
に
つ
い
て
は
短
い
文
言
」
に
終
り
、
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
る

「
契
約
」、「
義
務
」、「
損
ね
る
よ
う
な
法
」
に
つ
い
て
は
、
こ
と

が
不
調
に
お
わ
る
こ
と
を
怖
れ
て
隠
密
裡
の
審
議
を
望
ん
だ
た
め
、

そ
の
作
者
も
特
定
さ
れ
て
い
な
い
。
史
家
た
ち
は
お
そ
ら
く
ハ
ミ

ル
ト
ン
か
マ
デ
ィ
ス
ン
の
い
ず
れ
か
で
あ
ろ
う
と
推
測
す
る
に
留

ま
っ
て
い
る
（
２０
）
。

出
来
あ
が
っ
た
同
条
項
は
、
本
質
に
お
い
て
一
つ
の
「
一
般
的

宣
言
」
と
解
さ
れ
る
（
２１
）
。
従
っ
て
や
が
て
そ
れ
は
、
こ
れ
亦
ア
メ
リ

カ
連
邦
主
義
の
特
色
の
一
つ
で
あ
る
疑
似
革
命
権
と
も
言
う
べ
き

ジ
ュ
デ
ィ
シ
ア
ル
・
レ
ヴ
ュ
ー

司
法
再
審
理
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
の
文
言

の
意
味
に
つ
き
最
初
に
関
わ
っ
た
の
は
連
邦
で
は
な
く
、
諸
州
裁

で
あ
っ
た
（
２２
）
。

制
憲
会
議
代
表
団
の
内
訳
は
と
も
か
く
、
前
述
の
よ
う
な
個
々

の
経
済
的
利
害
の
対
立
に
も
拘
ら
ず
、
彼
ら
の
間
に
は
通
商
と
商

業
は
一
個
の
社
会
的
善
で
あ
り
、
州
の
警
察
権
能
を
抑
制
す
る
制

度
や
、
商
業
は
公
権
力
を
排
除
し
私
的
な
商
業
的
取
決
め
で
下
支

パ
ワ
フ
ル
・
コ
ン
ヴ
ィ
ク
シ
ョ
ン

え
ら
れ
る
時
、
最
も
よ
く
育
成
さ
れ
る
と
い
う
「
強

い
信

念
」

が
あ
っ
た
。
基
本
法
に
財
産
を
獲
得
し
且
つ
そ
れ
を
保
護
す
る
権

利
が
記
載
さ
れ
る
こ
と
│
│
そ
れ
が
至
高
の
価
値
で
あ
る
と
す
る

「
疑
い
の
な
い
同
意
」
が
あ
っ
た
（
２３
）
。

ロ
ッ
ク
的
哲
学
観
に
従
っ
て
、
サ
ウ
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
の
Ｊ
・
ラ

ト
レ
ッ
ジ
は
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
大
会
に
次
の
よ
う
な
助
言
を
寄

せ
た
、「
財
産
こ
そ
が
社
会
構
成
の
主
た
る
目
的
で
あ
る
（
２４
）
」。
ハ
ミ

ル
ト
ン
も
同
様
に
「
政
府
構
成
の
最
大
目
的
の
一
つ
は
個
人
の
保

護
と
財
産
の
保
全
で
あ
る
」
と
繰
り
返
し
て
い
る
が
（
２５
）
、
そ
こ
に
は

人
格
権
と
財
産
権
の
間
に
差
を
立
て
な
い
ホ
イ
ッ
グ
的
伝
統
が
う

か
が
え
る
。
両
者
の
間
に
差
を
立
て
な
い
ど
こ
ろ
か
、
そ
こ
で
は

財
産
所
有
と
自
由
と
が
緊
密
に
結
合
さ
れ
て
い
る
。
憲
法
制
定
の

翌
年
Ｊ
・
ア
ダ
ム
ズ
曰
く
、「
財
産
は
保
有
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

で
な
け
れ
ば
自
由
は
存
在
し
え
な
い
」、
と
（
２６
）
。
実
際
、
立
案
者
た

ち
は
財
産
は
政
府
の
弾
圧
か
ら
個
人
を
守
る
緩
衝
器
で
あ
り
、
財

産
の
恣
意
的
再
分
配
は
自
由
を
破
壊
す
る
と
考
え
て
い
た
か
ら
、

文
言
は
と
も
か
く
、
少
な
く
と
も
「
州
の
気
ま
ぐ
れ
」
は
抑
止
さ

る
べ
し
と
の
暗
黙
裡
の
合
意
形
成
は
可
能
で
あ
っ
た
。
た
だ
フ
ェ

デ
ラ
リ
ス
ト
念
願
の
二
重
主
権
併
存
が
完
全
に
解
消
さ
れ
た
訳
で

は
な
い
。

史
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「
憲
法
の
魂
」、
或
い
は
「
個
人
の
安
寧
と
私
的
権
利
の
防
波

堤
」、「
州
に
よ
る
負
債
者
救
済
立
法
の
阻
止
を
視
野
に
入
れ
た
」

第
一
章
第
十
節
は
（
２７
）
、
前
節
第
九
節
が
連
邦
の
権
威
を
制
限
し
た
に

対
し
、
州
の
権
能
を
制
限
し
た
も
の
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
文

言
は
曖
昧
さ
を
含
ん
で
い
た
が
、
こ
の
条
項
の
重
要
性
に
つ
い
て

は
フ
ェ
デ
ラ
リ
ス
ト
も
反
フ
ェ
デ
ラ
リ
ス
ト
も
よ
く
認
識
し
て
い

た
。
た
だ
反
フ
ェ
デ
ラ
リ
ス
ト
の
論
点
は
、
例
え
ば
一
七
八
八
年
、

過
ぐ
る
制
憲
大
会
で
ノ
ー
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
代
表
団
の
一
人
で
あ

っ
た
Ｗ
・
Ｒ
・
デ
イ
ヴ
ィ
が
同
州
批
准
大
会
に
対
し
、
特
に
そ
の

紙
幣
条
項
に
つ
い
て
発
し
た
次
の
警
告
に
要
約
さ
れ
る
。
即
ち
こ

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

の
条
項
は
既
発
の
紙
幣
や
公
的
抵
当
に
及
ぶ
も
の
で
は
な
く
、

過
去
の
発
行
事
実
に
は
目
を
つ
ぶ
り
、
且
つ
「
唯
一
個
人
間
の
諸

契
約
に
の
み
関
わ
る
」
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
制
限
的
意

味
の
故
に
こ
そ
「
こ
の
条
項
が
憲
法
の
中
で
ベ
ス
ト
た
る
位
置
を

占
め
る
」、
と
（
２８
）
。
一
方
、
ニ
ュ
ー
ハ
ン
プ
シ
ャ
商
人
の
フ
ェ
デ
ラ

リ
ス
ト
Ｗ
・
ガ
ー
ド
ナ
ー
は
、
反
フ
ェ
デ
ラ
リ
ス
ト
が
州
議
会
に

「
反
商
業
的
」
で
「
ド
グ
マ
チ
ッ
ク
な
」
代
表
団
を
送
り
こ
ん
だ

為
、
議
会
が
麻
痺
状
態
に
陥
入
っ
た
と
し
て
い
る
。
フ
ェ
デ
ラ
リ

ス
ト
は
そ
の
広
義
的
解
釈
を
望
ん
で
い
て
、
こ
の
条
項
の
重
要
性

認
識
で
は
一
致
し
て
い
た
が
両
者
の
相
違
は
そ
こ
に
の
み
存
在
し

て
い
て
全
く
そ
れ
は
対
極
的
で
あ
っ
た
。

州
が
「
契
約
」
に
ど
う
関
わ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
の
「
曖
昧
」、

時
に
は
「
対
極
的
な
」
解
釈
は
、
そ
も
そ
も
連
合
議
会
が
始
ま
っ

た
一
七
八
七
年
五
月
時
点
か
ら
存
在
し
た
。
州
が
契
約
の
義
務
を

損
な
う
よ
う
な
権
限
は
制
約
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
の
考
え
が
最

初
に
提
案
さ
れ
た
の
は
八
月
二
十
八
日
、
マ
サ
チ
ュ
セ
ッ
ツ
の

Ｒ
・
キ
ン
グ
が
連
合
規
約
下
唯
一
の
成
果
で
あ
り
、
初
め
て
の
全

国
的
条
例
と
も
い
う
べ
き
北
西
部
条
例
に
次
の
よ
う
な
「
州
議
会

は
私
的
契
約
に
干
渉
す
べ
き
で
は
な
い
」
と
の
文
言
を
附
け
加
え

よ
う
と
し
た
時
に
始
ま
る
（
２９
）
。
そ
の
意
図
は
州
が
悪
質
の
紙
幣
を
濫

発
し
、
以
て
債
権
者
の
契
約
権
益
・
財
産
権
を
害
し
か
ね
な
い
の

を
防
ぐ
こ
と
、
ま
た
独
立
戦
争
中
や
連
合
規
約
下
の
混
乱
の
中
で

レ
ス
ト
ロ
ペ
ク
チ
ヴ

多
く
の
権
益
を
損
な
わ
れ
た
債
権
者
を
守
る
た
め
「
遡
及
的
」

エ
ク
ス
・
ポ
ス
ト
・
フ
ァ
ク
ト
・
ロ
ー

も
し
く
は
「
事

後

法
」
の
禁
止
な
ど
が
問
題
と
さ
れ
た

の
で
あ
る
（
３０
）
。
か
く
て
幾
ら
か
の
変
転
の
後
、「
契
約
上
の
債
務
を

�
改
変
し
�
損
な
う
よ
う
な
法
律
」
の
う
ち
、
改
変
の
文
言
を
消

去
し
て
今
日
の
第
一
章
第
十
節
が
成
立
し
た
の
は
一
七
八
九
年
九

月
十
四
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

フ
ェ
デ
ラ
リ
ス
ト
に
と
っ
て
こ
の
条
項
が
如
何
に
好
ま
し
い
も

の
で
あ
っ
た
か
、
ハ
ミ
ル
ト
ン
は
こ
れ
を
「
財
産
と
債
権
の
基
礎

を
掘
り
崩
し
て
き
た
州
政
府
の
慣
行
的
繰
り
返
し
に
対
す
る
防
禦

策
」
と
称
賛
し
た
。
類
似
的
に
サ
ウ
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
の
Ｃ
・
ピ
ン

Im
perium

in
Im

perio

�
ア
メ
リ
カ
連
邦
主
義
の
進
化
と
財
産
権
の
保
護

六
九
（
四
五
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ソ
ウ
ル

ク
ニ
イ
も
、
こ
の
条
項
が
「
憲
法
の
魂
で
あ
り
、
州
の
警
察
権
能

に
制
約
を
か
け
て
、
国
内
の
み
な
ら
ず
海
外
市
場
に
お
け
る
ア
メ

リ
カ
債
権
の
価
値
を
回
復
す
る
」
と
期
待
を
寄
せ
た
。「
紙
幣
も
、

弁
済
法
も
賠
償
法
〔
い
ず
れ
も
州
法
〕
も
存
在
せ
し
め
て
は
な
ら

な
い
。
我
が
国
か
ら
こ
れ
ら
の
悪
を
駆
逐
し
、
知
ら
れ
る
限
り
の

あ
ら
ゆ
る
処
で
ア
メ
リ
カ
の
名
を
汚
し
て
い
る
こ
れ
ら
を
排
除
す

べ
き
で
あ
る
（
３１
）
。」
と
。

一
方
、
反
フ
ェ
デ
ラ
リ
ス
ト
は
同
条
項
に
い
う
「
契
約
」
が
私

的
な
そ
れ
の
み
な
ら
ず
公
的
な
そ
れ
に
及
ぶ
と
拡
大
解
釈
さ
れ
た

場
合
の
危
険
を
次
の
よ
う
に
考
え
た
。
メ
リ
ラ
ン
ド
の
Ｌ
・
キ
ン

グ
は
同
条
項
が
州
の
負
債
者
救
済
指
向
諸
法
に
激
的
イ
ム
パ
ク
ト

を
与
え
る
と
予
測
し
た
。「
広
く
全
般
的
且
つ
困
窮
的
状
態
に
あ

る
場
合
に
は
、
州
政
府
は
負
債
者
を
救
済
す
る
権
限
を
持
つ
べ
き

マ
ニ
ー
ド
・
メ
ン

で
あ
る
」、
同
条
項
は
「
富
裕
な
債
権
者
と
蓄
財
者
が
、
債
務
者

が
た
と
え
十
分
に
勤
勉
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
貪
者
を
全
的
に
破

滅
さ
せ
る
傾
き
が
あ
り
、
そ
れ
を
阻
止
し
よ
う
と
す
る
州
の
権
限

を
根
底
か
ら
掘
り
崩
す
」
と
主
張
し
た
（
３２
）
。
フ
ェ
デ
ラ
リ
ス
ト
の
中

で
同
様
見
解
を
示
し
た
の
は
ヴ
ァ
ジ
ニ
ア
の
Ｐ
・
ヘ
ン
リ
ー
た
だ

一
人
で
あ
っ
て
彼
に
追
随
す
る
フ
ェ
デ
ラ
リ
ス
ト
が
誰
一
人
い
な

か
っ
た
こ
と
は
重
要
で
あ
る
（
３３
）
。

二
重
主
権
併
存
の
害
を
消
去
す
る
こ
と
、
現
実
的
に
は
州
権
発

動
に
よ
る
負
債
者
救
済
諸
法
の
禁
止
│
│
換
言
す
れ
ば
債
権
者
の

財
産
権
侵
害
を
阻
止
す
る
こ
と
が
フ
ェ
デ
ラ
リ
ス
ト
が
共
有
し
た

信
条
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
一
州
だ
け
で
な
く
幾
つ
も
の
州
で
確
認

さ
れ
る
。
第
十
節
の
貨
幣
条
項
に
つ
い
て
、
ノ
ー
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ

の
Ｗ
・
マ
ク
レ
イ
ン
は
こ
れ
が
州
に
よ
る
さ
ら
な
る
紙
幣
発
行
を

抑
止
す
る
手
段
と
考
え
、
コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
の
代
表
を
務
め
た
Ｒ
・

シ
ャ
ー
マ
ン
と
Ｏ
・
エ
ル
ズ
ワ
ー
ス
の
両
名
は
「
事
後
法
に
よ
っ

て
契
約
の
義
務
を
損
な
う
よ
う
な
権
限
」
は
州
に
は
な
い
と
主
張

し
て
債
権
者
の
財
産
権
を
守
ろ
う
と
し
た
（
３４
）
。

ハ
ミ
ル
ト
ン
が
政
体
論
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
あ
る
な
ら
ば
、
マ

チ
ャ
ム
ピ
オ
ン

デ
ィ
ス
ン
は
ま
さ
に
「
財
産
権
の
代
弁
者（
３５
）
」
で
あ
り
、
こ
の
二
人

が
建
国
期
の
ア
メ
リ
カ
を
牽
引
し
た
車
の
両
輪
で
あ
っ
た
。
マ
デ

ィ
ス
ン
はT

he
F
ederalist

N
o.44

に
お
い
て
、
ア
メ
リ
カ
の

「
醒
め
た
人
々
」
は
「
個
人
の
権
利
を
侵
す
諸
ケ
ー
ス
」
に
州
議

会
が
干
渉
す
る
こ
と
に
「
倦
み
つ
か
れ
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い

る
が
、
彼
が
特
に
非
難
し
た
の
は
分
割
払
い
法
と
い
う
形
の
州
法

で
あ
っ
た
。
一
七
八
六
年
の
ヴ
ァ
ジ
ニ
ア
州
裁
判
所
が
、
負
債
者

に
年
三
回
の
分
割
払
い
を
許
し
た
例
な
ど
は
彼
に
と
っ
て
は
「
私

的
契
約
に
関
わ
る
こ
の
よ
う
な
干
渉
は
私
の
知
る
限
り
に
お
い
て

法
原
理
上
、
到
底
正
当
化
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
」
と
父
親
に
書

き
送
っ
て
い
る
（
３６
）
。
フ
ェ
デ
ラ
リ
ス
ト
と
し
て
の
彼
は
、
州
権
を
抑

史

学
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制
す
る
と
と
も
に
、
既
得
権
と
し
て
の
ロ
ッ
ク
的
自
然
権
�
財
産

権
の
擁
護
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

マ
デ
ィ
ス
ン
は
晩
年
に
至
っ
て
も
こ
の
姿
勢
を
崩
さ
な
か
っ
た
。

前
述
ヴ
ァ
ジ
ニ
ア
の
分
割
払
い
法
や
延
期
法
、
消
費
税
な
ど
全
て

が
契
約
の
義
務
を
損
な
う
と
変
ら
ぬ
追
憶
を
記
し
て
い
る
（
３７
）
。
紙
幣

の
濫
発
を
防
ぎ
債
権
者
の
財
産
権
を
保
護
す
る
こ
と
は
ロ
ッ
ク
的

自
然
権
思
想
か
ら
無
理
な
く
演
繹
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
マ
デ
ィ

ス
ン
の
同
調
者
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ァ
ニ
ア
の
ウ
イ
ル
ス
ン
が
、
憲
法
は

「
分
割
払
い
法
の
み
な
ら
ず
同
様
効
果
を
も
た
ら
す
他
の
諸
法
を

禁
じ
て
い
る
」
と
主
張
し
た
し
、
サ
ウ
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
で
も
ピ
ン

ク
ニ
イ
が
コ
ロ
ム
ビ
ア
ン
・
ヘ
ラ
ル
ド
紙
（
チ
ャ
ー
ル
ス
ト
ン
）

に
お
い
て
、
同
様
主
旨
の
「
紙
幣
濫
発
と
分
割
払
い
法
な
ど
は
現

時
点
の
み
な
ら
ず
、
将
来
に
亘
っ
て
禁
止
」
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い

と
主
張
し
て
い
る
（
３８
）
。

紙
幣
の
濫
発
は
外
国
人
の
目
に
も
、
亦
後
世
の
研
究
者
に
も
異

様
に
映
っ
た
。
一
七
八
七
年
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
フ
ラ
ン
ス
副
領
事

フ
ォ
レ
ス
ト
は
九
月
二
十
八
日
モ
ン
モ
ラ
ン
伯
爵
あ
て
書
簡
で
、

「
紙
幣
の
創
出
、
義
務
の
発
効
延
期
を
意
味
す
る
諸
法
、
財
産
に

関
わ
る
支
払
い
を
価
値
の
落
ち
た
紙
（
紙
幣
と
し
て
い
な
い
―
引

用
者
註
）
で
行
な
う
な
ど
、
そ
の
所
業
は
最
早
や
所
を
え
な
い
」

と
報
告
し
て
い
る
（
３９
）
。
後
世
の
研
究
家
│
│
我
が
国
最
高
裁
判
事
を

務
め
た
塚
本
氏
も
第
十
節
一
項
が
州
が
紙
幣
や
銀
行
券
の
発
行
を

禁
じ
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
そ
れ
は
「
一
八
六
三
年
州
銀
行
発
券

の
発
行
に
対
し
て
連
邦
が
年
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
課
税
を
な
す
こ
と

で
実
効
を
奪
う
ま
で
続
き
」、「
契
約
上
の
義
務
を
損
な
う
」
分
割

払
い
法
、
延
期
法
、
破
産
法
な
ど
「
各
州
は
自
州
の
債
務
者
救
済

に
急
な
あ
ま
り
」
こ
の
種
の
法
を
制
定
し
た
と
し
て
い
る
（
４０
）
。

後
日
、
こ
の
条
項
が
果
し
た
大
き
な
役
割
り
を
考
え
れ
ば
真
に

奇
妙
な
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
制
憲
大
会
で
も
（
４１
）
、
各
州
で
行
な

わ
れ
た
批
准
大
会
で
も
そ
れ
程
議
論
の
対
象
と
な
ら
な
か
っ
た
（
４２
）
。

代
表
た
ち
の
地
域
的
、
経
済
的
利
害
の
相
違
に
も
拘
ら
ず
、
彼
ら

の
間
に
は
財
産
を
獲
得
し
且
つ
保
有
す
る
権
利
が
あ
る
と
す
る
ロ

ッ
ク
的
自
然
権
思
想
が
共
有
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
意
味
で
は
批
准

論
争
時
、
経
済
的
諸
問
題
は
圧
倒
的
で
は
な
か
っ
た
。
財
産
所
有

権
に
疑
問
を
挿
む
リ
ー
ダ
ー
は
誰
一
人
と
し
て
お
ら
ず
、
問
題
は

私
有
財
産
の
保
有
・
経
済
的
諸
問
題
を
め
ぐ
っ
て
の
フ
ェ
デ
ラ
リ

ス
ト
と
反
フ
ェ
デ
ラ
リ
ス
ト
と
の
相
違
は
、
通
商
と
財
産
を
扱
う

に
当
っ
て
二
重
主
権
併
存
状
態
を
如
何
に
克
服
す
る
か
に
あ
っ
た
。

新
連
邦
政
府
と
、
依
然
そ
の
警
察
権
能
を
強
く
維
持
し
よ
う
と
し

た
州
政
府
の
い
ず
れ
が
こ
の
問
題
を
扱
う
に
妥
当
な
の
か
に
限
定

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
（
４３
）
。
こ
う
し
て
「
既
得
権
の
保
護
の
た
め
に

な
さ
れ
た
も
ろ
も
ろ
の
試
み
―
特
にC

ontract
C
lause

（1789
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―1829

年
）」
と
し
て
の
同
条
項
の
重
要
性
は
、
通
商
条
項
に
と

っ
て
代
わ
れ
る
ま
で
止
む
こ
と
は
な
か
っ
た
（
４４
）
。

通
商
条
項
�com

m
erce

clause

�
そ
れ
は
州
権
限
を
制
約
し

た
第
十
節
と
は
逆
に
第
八
節
に
お
い
て
経
済
事
象
に
つ
き
連
邦
議

会
に
広
汎
な
権
限
、
例
え
ば
課
税
権
を
与
え
て
い
た
。
戦
時
負
債

を
支
払
い
、
ま
た
海
外
債
権
市
場
に
お
い
て
ア
メ
リ
カ
が
ア
ク
セ

ス
し
易
く
す
る
よ
う
十
分
な
財
源
を
確
保
す
る
た
め
の
も
の
で
あ

っ
た
。
対
外
的
に
は
保
護
関
税
を
通
じ
て
経
済
発
展
を
刺
激
し
、

同
時
に
州
際
・
国
際
通
商
を
規
制
す
る
権
限
が
与
え
ら
れ
た
（
同

三
項
）。
こ
の
所
謂
通
商
条
項
は
、
特
に
南
北
戦
争
後
、
最
も
重

要
と
な
る
取
決
め
で
あ
る
が
、
憲
法
批
准
時
、
制
定
者
た
ち
は
合

衆
国
が
将
来
有
望
な
商
業
国
家
に
な
る
可
能
性
の
あ
る
こ
と
、
国

内
市
場
の
育
成
に
は
全
国
を
通
じ
て
の
課
税
、
度
量
衡
が
統
一
的

で
あ
る
こ
と
、
更
に
附
加
し
て
知
的
財
産
の
出
現
を
予
想
し
特
許

権
や
版
権
を
認
め
、
作
者
や
発
明
家
の
財
産
権
保
護
を
意
図
し
て

い
る
。
こ
こ
ま
で
考
察
し
て
き
た
州
に
よ
る
債
務
者
救
済
の
一
手

段
「
破
産
法
」
に
つ
い
て
は
、
第
八
節
四
項
に
お
い
て
帰
化
の
規

則
な
ら
び
に
全
国
に
共
通
す
る
破
産
に
関
す
る
規
則
を
定
め
て
い

る
が
、
そ
れ
は
専
ら
州
際
通
商
の
円
滑
化
を
計
っ
た
も
の
で
あ
っ

て
、
大
き
く
商
人
や
貿
易
業
者
を
利
し
、
不
正
直
な
負
債
者
か
ら

州
を
越
え
て
も
そ
の
義
務
免
脱
を
許
さ
ず
、
債
権
者
の
財
産
権
を

守
ろ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

財
産
権
保
護
の
問
題
に
つ
い
て
、
こ
の
期
、
特
に
考
慮
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
財
産
に
人
身
奴
隷
が
あ
る
。
こ
の
期
、
制
定
者
た
ち

か
ら
こ
れ
程
ま
で
に
格
段
の
関
心
を
払
わ
れ
た
も
の
は
他
に
は
な

い
。
奴
隷
制
は
既
に
十
七
世
紀
植
民
地
時
代
か
ら
実
在
し
、
革
命

以
前
は
ど
の
地
で
も
法
的
に
認
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
上
、
南
部

諸
州
で
は
富
の
多
く
は
奴
隷
労
働
に
由
来
し
た
。
制
憲
大
会
の
代

表
の
多
く
が
前
述
の
如
く
富
裕
階
級
で
あ
り
、
商
業
指
向
的
で
あ

り
、
お
し
な
べ
て
ロ
ッ
ク
的
財
産
権
尊
重
主
義
者
で
あ
っ
た
こ
と

に
鑑
み
れ
ば
、
同
大
会
で
反
奴
隷
制
感
情
が
時
に
表
明
さ
れ
る
こ

と
が
あ
っ
て
も
、
憲
法
の
採
択
に
は
南
部
代
表
の
支
持
が
必
要
で

あ
り
鍵
で
も
あ
っ
た
た
め
、
所
謂
五
分
の
三
ル
ー
ル
を
は
じ
め
、

奴
隷
財
産
は
憲
法
の
中
に
三
か
所
に
亘
っ
て
確
保
さ
れ
た
。
一
史

家
は
言
う
、「
奴
隷
制
は
連
合
規
約
時
代
に
そ
う
で
あ
っ
た
よ
り

も
明
白
且
つ
明
快
に
確
立
さ
れ
た
（
４５
）
。」
将
来
に
禍
根
を
残
し
た
と

し
て
も
、
憲
法
採
択
に
は
こ
の
種
の
配
慮
は
必
須
で
あ
っ
た
。
か

く
て
こ
の
期
、
最
も
確
実
に
保
全
さ
れ
た
の
は
奴
隷
財
産
だ
っ
た

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

（
四
）
権
利
章
典
の
追
加

合
衆
国
憲
法
は
諸
州
憲
法
と
は
異
な
り
、
自
然
権
と
し
て
の
財

史
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ビ
ル
・
オ
ブ
・
ラ
イ
ツ

産
権
保
護
を
権
利
章
典
に
譲
っ
た
た
め
、
本
体
に
は
適
法
手
続
き

な
し
に
そ
の
奪
取
を
禁
止
す
る
な
ど
を
記
し
て
い
な
い
。
つ
ま
り

憲
法
は
特
定
の
経
済
的
利
益
に
関
す
る
幾
つ
か
の
条
項
、
例
え
ば

契
約
条
項
、
通
商
条
項
な
ど
を
有
し
て
い
る
も
の
の
、
権
利
章
典

は
持
た
な
か
っ
た
。
州
憲
法
と
連
邦
憲
法
と
の
間
の
こ
の
段
差
は

制
憲
時
の
政
治
的
状
況
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
財
産
権
保
護
を

考
慮
す
る
に
当
っ
て
、
制
定
者
た
ち
は
三
権
分
立
な
ど
精
緻
な
政

治
的
チ
ェ
ッ
ク
が
あ
れ
ば
そ
れ
は
可
能
と
し
て
い
た
。
た
だ
独
立

に
伴
な
う
過
度
の
民
主
主
義
、
即
ち
立
法
府
の
大
き
す
ぎ
る
優
位

は
自
由
と
財
産
権
双
方
に
と
り
必
ら
ず
し
も
好
ま
し
く
な
い
と
信

じ
た
故
に
、
強
力
な
行
政
部
門
と
独
立
的
な
司
法
部
門
に
よ
る
司

法
再
審
理
に
信
を
お
い
て
い
た
。
権
力
の
分
散
に
つ
い
て
後
日

Ｊ
・
ア
ダ
ム
ズ
曰
く
、「
法
制
定
に
当
っ
て
の
大
き
な
工
夫
は
立

法
府
内
の
富
者
と
貪
者
の
対
抗
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
こ
と
…
…
そ

し
て
立
法
府
と
行
政
府
と
の
間
に
完
全
な
均
衡
を
保
つ
こ
と
…
…

自
由
政
府
の
真
髄
は
対
抗
者
間
の
効
果
的
な
抑
制
を
計
る
こ
と
に

あ
る
」、
と
（
４６
）
。
そ
れ
は
民
主
政
理
解
と
し
て
は
十
分
で
あ
っ
て
も
、

州
と
中
央
と
の
バ
ラ
ン
ス
、
即
ち
独
立
以
来
解
決
し
損
な
っ
た

im
perium

in
im

perio

退
治
の
視
点
が
惜
し
む
ら
く
は
欠
落
し

て
い
る
。

デ
ク
ラ
レ
イ
シ
ョ
ン
・

憲
法
と
は
異
な
り
、
全
て
の
州
憲
法
は
例
外
な
く
権

利

オ
ブ
・
ラ
イ
ツ

宣

言
、
ま
た
は
権
利
章
典
を
規
定
し
て
い
る
。
最
初
の
州
憲
法

コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
基
本
法
に
は
両
者
の
規
定
は
見
え
な
い
。
初
め
て

権
利
章
典
を
定
め
た
ヴ
ァ
ジ
ニ
ア
州
憲
法
（
一
七
七
六
年
）
は
権

利
宣
言
の
字
句
を
採
用
し
て
い
る
。「
権
利
宣
言
は
ヴ
ァ
ジ
ニ
ア

州
の
善
良
な
人
民
に
よ
り
、
彼
ら
の
主
権
の
行
使
と
し
て
行
な
わ

れ
、
そ
の
諸
権
利
は
政
治
の
基
礎
と
し
て
州
人
民
な
ら
び
に
そ
の

子
孫
に
固
有
の
も
の
で
あ
る
」
と
の
前
書
を
持
ち
、
十
六
項
目
よ

り
成
る
が
、
そ
れ
は
後
の
連
邦
憲
法
及
び
各
州
憲
法
権
利
宣
言
の

骨
子
と
な
っ
た
。
マ
サ
チ
ュ
セ
ッ
ツ
州
憲
法
（
一
七
八
〇
年
）
や
、

三
十
八
か
条
を
持
つ
ニ
ュ
ー
ハ
ム
プ
シ
ャ
イ
ア
州
憲
法
（
一
七
八

四
年
）
な
ど
、
い
ず
れ
も
イ
ギ
リ
ス
の
マ
グ
ナ
・
カ
ル
タ
（
一
二

一
五
年
）、
権
利
請
願
（
一
六
二
八
年
）、
人
身
保
護
法
（
一
六
七

九
年
）
及
び
権
利
章
典
（
一
六
八
九
年
）
か
ら
由
来
す
る
と
述
べ

て
い
る
。
地
球
上
、
権
利
章
典
を
成
文
憲
法
の
中
に
取
入
れ
た
の

は
ア
メ
リ
カ
「
州
」
憲
法
が
最
初
で
あ
る
（
４７
）
。

連
邦
憲
法
が
権
利
章
典
を
欠
い
て
い
る
こ
と
に
強
く
反
対
し
た

反
フ
ェ
デ
ラ
リ
ス
ト
の
論
拠
は
、
中
央
政
府
の
権
限
が
増
す
に
つ

れ
、
人
民
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
権
利
が
侵
さ
れ
る
と
す
る
も
の

で
あ
っ
た
。
そ
の
代
弁
者
Ｇ
・
メ
イ
ス
ン
は
「
提
案
さ
れ
た
憲
法

へ
の
異
議
」
と
題
す
る
パ
ム
フ
レ
ッ
ト
で
「
権
利
の
宣
言
が
な
い
。

そ
し
て
連
邦
政
府
の
法
律
は
州
の
法
律
及
び
そ
の
憲
法
に
優
位
し
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て
い
る
が
故
に
、
各
州
憲
法
の
権
利
宣
言
は
全
く
保
障
の
役
を
な

さ
な
い
し
、
さ
ら
に
言
う
な
ら
ば
人
民
は
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
利
益

の
享
受
さ
え
保
証
さ
れ
て
い
な
い
」、
と
（
４８
）
。
同
様
の
不
満
が
Ｅ
・

ゲ
リ
ー
や
Ｌ
・
マ
ー
テ
ィ
ン
を
し
て
憲
法
草
案
に
署
名
さ
せ
な
か

っ
た
（
４９
）
。

他
方
フ
ェ
デ
ラ
リ
ス
ト
は
、
権
利
章
典
の
挿
入
は
不
必
要
で
あ

る
の
み
な
ら
ず
有
害
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
代
表
的
な
論
者
ハ

ミ
ル
ト
ン
はT

he
F
ederalist

N
o.84

で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
、「
私
は
〔
憲
法
反
対
派
に
よ
っ
て
〕
主
張
さ
れ
て
い
る
意
味

及
び
そ
の
範
囲
で
の
権
利
章
典
は
た
だ
単
に
不
必
要
な
だ
け
で
な

く
有
害
で
あ
る
と
断
言
す
る
。
権
利
章
典
は
〔
連
邦
政
府
に
〕
与

え
ら
れ
た
権
限
に
対
す
る
様
々
な
制
限
を
含
む
こ
と
に
な
る
で
あ

ろ
う
。
そ
し
て
ま
さ
に
そ
れ
故
に
そ
れ
は
実
際
与
え
ら
れ
て
い
る

以
上
〔
の
権
限
〕
を
要
求
す
る
も
っ
と
も
ら
し
い
口
実
を
与
え
る

こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
」、「
憲
法
は
そ
れ
自
体
…
…
一
個
の
権
利

章
典
な
の
で
あ
る
…
…
権
利
章
典
の
実
質
的
な
意
味
を
よ
く
考
え

て
み
れ
ば
、
憲
法
会
議
の
業
績
〔
で
あ
る
憲
法
草
案
〕
の
中
に
そ

れ
が
見
出
さ
れ
な
い
な
ど
と
主
張
す
る
こ
と
は
全
く
�
ば
か
げ
て

い
る
（
５０
）�。」

権
利
章
典
は
三
権
分
立
の
原
則
を
侵
犯
し
、
州
権
や
個
人
の
権

利
が
侵
害
さ
れ
る
に
対
し
何
ら
の
保
障
も
し
て
い
な
い
。
そ
れ
は

リ
ッ
チ
・
ア
ン
ド
・
ウ
ェ
ル
・
ボ
ー
ン

「
財

閥

と

門

閥
の
た
め
の
文
書
」
で
あ
り
、
人
民
の
た
め

の
文
書
で
は
な
い
。
ま
た
新
憲
法
は
貴
族
政
治
の
建
設
を
志
向
し

王
政
復
古
の
危
険
す
ら
孕
む
。
連
合
議
会
は
連
合
規
約
を
「
修

正
」
す
る
権
限
を
有
す
る
の
み
で
あ
り
、
新
憲
法
案
を
起
草
す
る

権
限
を
有
し
な
い
│
│
こ
の
よ
う
な
反
連
邦
派
の
主
張
を
�
馬
鹿

げ
て
い
る
�
と
思
っ
た
も
の
の
、
連
邦
派
は
「
妥
協
の
一
束
」
と

し
て
そ
の
挿
入
を
許
容
し
、
憲
法
は
接
戦
の
う
ち
に
採
択
さ
れ
た
（
５１
）
。

権
利
章
典
（
修
正
第
一
条
―
同
第
十
条
）
は
、「
修
正
」
と
い

う
形
容
詞
が
冠
せ
ら
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
そ
の
採
択
が
な
さ
れ

ね
ば
憲
法
の
制
定
が
な
か
っ
た
訳
だ
か
ら
、
憲
法
本
体
と
同
等
の

扱
い
を
受
け
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
特
に
後
年
、
大
き
な
影
響
力

デ
ユ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
・
オ
ブ
・
ロ
ー

を
発
揮
し
た
法
の
適
切
な
手
続
条
項
は
、
マ
デ
ィ
ス
ン
の
努
力
に

よ
っ
て
一
七
九
一
年
十
二
月
十
五
日
成
立
を
み
た
。
た
だ
こ
こ
で

注
目
す
べ
き
は
反
連
邦
派
が
権
利
章
典
の
必
要
性
を
力
説
し
た
に

も
拘
ら
ず
、
そ
の
中
に
マ
グ
ナ
・
カ
ル
タ
第
三
十
九
条
に
当
る
規

定
が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
が
稀
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
（
５２
）
。
ま
た

連
邦
最
高
裁
も
同
適
法
手
続
に
つ
い
て
最
初
に
判
決
を
下
し
た
の

は
時
代
も
下
っ
て
一
八
五
五
年
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
は
連

邦
下
級
裁
或
い
は
州
裁
が
こ
れ
に
関
わ
っ
た
が
、
そ
の
場
合
も
各

州
の
憲
法
の
中
の
同
様
規
定“due

process
of

law
”

で
は
な
く

“law
of

the
land”

の
言
葉
の
解
釈
に
意
が
注
が
れ
て
い
た
（
５３
）
。

史
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第
二
の
問
題
は
、
後
日
十
九
世
紀
後
半
に
な
っ
て
大
き
く
浮
上

す
る
。
同
条
項
は
単
に
手
続
に
関
す
る
立
法
の
み
を
制
約
す
る
も

の
な
の
か
、
そ
れ
よ
り
も
広
く
実
体
的
な
点
に
つ
い
て
も
制
約
す

る
も
の
な
の
か
と
言
う
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
一
八
三

三
年
ノ
ー
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
裁
の
判
決
が
広
義
に
解
す
る
説
を
と

る
ま
で
は
、
各
州
裁
の
諸
判
決
は
例
外
な
く
狭
義
に
、
即
ち
手
続

に
関
す
る
立
法
の
み
を
規
定
し
た
も
の
と
解
釈
し
て
い
た
（
５４
）
。
生
命
、

自
由
、
財
産
を
守
る
べ
き
修
正
第
五
条
の
「
適
法
手
続
条
項
」
は

こ
の
よ
う
に
制
定
当
初
に
お
い
て
は
必
ら
ず
し
も
そ
の
解
釈
が
一

致
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、
そ
れ
は
単
に
手
続
に
関
す
る
も
の
と

考
え
ら
れ
て
い
て
、「
こ
の
条
項
は
十
九
世
紀
前
半
に
お
い
て
は
、

憲
法
の
片
隅
に
い
と
も
さ
さ
や
か
な
地
位
を
占
め
て
い
る
に
過
ぎ

な
か
っ
た
」。
そ
れ
は
同
条
項
が
今
日
の
感
覚
で
は
信
じ
難
い
ほ

ど
少
な
い
判
例
数
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
（
５５
）
。

（
五
）
お
わ
り
に

建
国
の
父
祖
た
ち
は
死
活
的
と
も
い
え
る
程
に
財
産
権
保
護
に

専
心
し
た
。
そ
れ
は
財
産
が
、
自
由
、
参
政
権
、
官
職
保
有
の
基

底
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
不
可
譲
の
権
利
を
擁
護
す

べ
き
は
ず
の
修
正
第
五
条
の
存
在
が
前
述
の
よ
う
な
状
態
で
あ
り
、

且
つ
財
産
権
を
含
む
経
済
問
題
は
植
民
地
時
代
以
来
い
わ
ば
未
解

決
の
「
一
主
権
の
も
と
に
他
の
主
権
が
存
在
す
る
」
よ
う
な
事
態

下
で
は
、
大
き
く
州
が
関
与
す
る
と
い
う
実
体
が
あ
っ
た
（
５６
）
。
従
っ

て
適
法
手
続
条
項
以
外
に
唯
一
財
産
権
を
守
る
守
護
神
第
一
章
第

八
節
の
契
約
条
項
は
、
必
然
的
に
自
然
権
と
政
体
論
を
密
着
さ
せ

て
論
じ
ら
れ
た
。

さ
ら
に
、
ア
メ
リ
カ
特
有
の
二
元
的
連
邦
制
の
下
で
は
経
済
的

利
益
を
支
持
す
る
連
邦
諸
裁
の
存
在
は
無
視
す
る
べ
き
で
は
な
い
。

連
邦
諸
裁
は
地
域
的
偏
倚
抜
き
に
は
語
り
え
な
い
が
、
よ
り
大
き

く
は
階
級
的
偏
向
を
根
拠
と
し
た
疑
わ
し
い
申
立
て
に
振
り
ま
わ

さ
れ
て
き
た
歴
史
を
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
一
般
的
に
は
Ｔ
・

Ｃ
・
グ
レ
イ
の
次
の
感
想
に
同
意
で
き
よ
う
、「
連
邦
諸
裁
は
こ

の
国
の
歴
史
の
殆
ん
ど
の
部
分
を
通
じ
、
行
き
す
ぎ
た
民
主
主
義

に
抗
す
る
富
と
財
産
の
守
護
神
で
あ
り
続
け
て
い
る
（
５７
）
。」
こ
の
よ

う
な
経
済
的
、
司
法
的
主
潮
に
抗
し
た
が
如
く
に
見
え
る
の
が
、

合
衆
国
揺
籃
期
に
お
け
る
州
と
契
約
条
項
�
州
対
連
邦
の
関
係
構

図
で
あ
る
。
こ
の
期
、
多
く
の
州
は
そ
の
警
察
権
能
を
発
揮
し
て

債
務
者
、
農
民
、
労
働
者
の
要
望
に
沿
う
べ
く
様
々
な
「
契
約
の

義
務
を
損
な
う
」
即
ち
財
産
権
を
侵
害
す
る
諸
法
を
制
定
し
て
い

た
（
第
一
表
参
照
）。
こ
の
こ
と
の
重
要
性
に
注
目
し
た
史
家
は

少
な
く
な
い
。
Ｐ
・
コ
ー
ル
マ
ン
は
植
民
地
草
創
期
か
ら
十
九
世

紀
末
ま
で
の
破
産
法
を
分
析
し
（
５８
）
、
ア
メ
リ
カ
保
守
主
義
研
究
の
権

Im
perium

in
Im

perio

�
ア
メ
リ
カ
連
邦
主
義
の
進
化
と
財
産
権
の
保
護

七
五
（
四
五
七
）



威
Ｌ
・
ハ
ー
ツ
は
独
立
革
命
か
ら
南
北
戦
争
に
か
け
て
の
期
間
を

経
済
政
策
と
民
主
思
想
と
の
関
連
で
捉
え
（
５９
）
、
法
制
史
家
Ａ
・
Ｈ
・

フ
ラ
ー
は
支
払
い
猶
予
法
に
つ
い
て
比
較
研
究
を
行
な
っ
て
い
る
（
６０
）
。

中
央
政
府
の
強
化
を
計
っ
た
フ
ェ
デ
ラ
リ
ス
ト
は
、
一
方
で
熱

烈
な
財
産
権
擁
護
論
者
た
ち
の
集
団
で
あ
っ
た
。
彼
ら
の
財
産
権

へ
の
執
着
は
単
な
る
哲
学
的
理
念
を
越
え
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、

要
す
る
に
財
産
の
保
護
が
市
民
社
会
形
成
の
基
本
で
あ
り
自
由
と

安
全
に
資
す
る
と
し
た
上
で
、
そ
れ
を
尊
重
す
る
契
約
の
尊
厳
が

さ
ら
な
る
資
本
投
下
を
招
来
し
、
商
業
社
会
の
発
展
に
必
須
で
あ

る
と
考
え
て
い
た
。
フ
ェ
デ
ラ
リ
ス
ト
は
今
日
の
一
史
家
が
約
言

ア
ク
イ
ジ
テ
ィ
ヴ

し
た
如
く
、
こ
の
新
生
国
家
を
利
欲
的
資
本
主
義
の
主
流
に
据

え
る
こ
と
を
提
案
し
た
の
で
あ
る
（
６１
）
。

従
っ
て
彼
ら
が
最
優
先
し
た
の
は
経
済
改
革
で
あ
っ
た
。
そ
の

よ
う
な
視
点
か
ら
す
れ
ば
連
合
規
約
下
、
債
権
の
損
失
、
地
価
の

下
落
、
商
業
の
凋
落
、
一
七
八
〇
年
代
か
ら
継
起
し
た
債
権
者
の

財
産
権
を
損
な
う
が
如
き
州
法
の
頻
発
は
、
彼
等
の
政
治
哲
学
に

も
経
済
理
念
に
も
違
背
す
る
も
の
で
あ
っ
た
（
６２
）
。
そ
れ
故
フ
ェ
デ
ラ

リ
ス
ト
は
ハ
ミ
ル
ト
ン
を
リ
ー
ダ
ー
に
八
十
五
編
に
及
ぶT

he

F
ederalist

で
政
体
論
を
展
開
す
る
一
方
、「
財
産
権
の
代
弁
者
」

マ
デ
ィ
ス
ン
と
手
を
組
ん
で
こ
の
新
生
国
家
を
牽
引
す
る
両
論
と

し
て
活
躍
し
た
の
で
あ
る
。

ソ
ウ
ル

ハ
ミ
ル
ト
ン
は
「
憲
法
の
魂
」
で
あ
る
第
一
章
第
十
節
の
契
約

条
項
が
州
の
警
察
権
能
に
制
約
を
か
け
る
こ
と
を
期
待
し
た
。

テ
ン
ダ
ー
・
ロ
ー

リ
イ
ン
バ
ー
ス
メ
ン
ト
・
ロ
ー

「
州
に
よ
る
紙
幣
発
行
、
弁
済
法
の
制
定
、
賠

償

法
な
ど

は
存
在
せ
し
め
て
は
な
ら
な
い
。
我
が
国
か
ら
こ
れ
ら
の
悪
業
を

駆
逐
し
、
知
ら
れ
る
限
り
の
全
土
で
ア
メ
リ
カ
の
名
を
汚
し
て
い

る
こ
れ
ら
を
排
除
す
る
」
こ
と
が
、
海
外
市
場
に
お
け
る
ア
メ
リ

カ
債
券
の
価
値
回
復
に
も
つ
な
が
る
と
考
え
た
（
６５
）
。

同
時
に
契
約
条
項
を
「
個
人
の
安
寧
及
び
個
人
的
権
利
を
守
る

防
波
堤
」
と
捉
え
た
フ
ェ
デ
ラ
リ
ス
ト
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
誰
で

も
同
意
し
う
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
サ
ウ
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ

の
フ
ェ
デ
ラ
リ
ス
ト
Ｄ
・
ラ
ム
ゼ
イ
は
負
債
者
救
済
志
向
の
諸
州

法
と
契
約
条
項
を
対
置
し
て
、
同
条
項
の
遵
守
と
紙
幣
発
行
の
禁

止
は
「
債
権
者
を
欺
こ
う
と
願
う
負
債
者
に
は
確
か
に
重
荷
で
あ

ろ
う
が
、
そ
れ
こ
そ
が
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
正
直
な
人
々
に
と
っ
て

真
の
サ
ー
ヴ
ィ
ス
に
な
る
」
と
述
べ
た
の
で
あ
る
（
６６
）
。
た
だ
両
者
と

も
契
約
は
個
人
の
間
の
そ
れ
に
限
る
と
の
思
い
が
強
く
、
よ
り
州

の
権
限
を
制
約
し
う
る
は
ず
の
、
州
も
契
約
の
当
事
者
に
擬
し
う

る
と
ま
で
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
広
義
的
認
識
は
、

一
八
一
〇
年
、
こ
の
川
の
流
域
を
め
ぐ
る
土
地
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル

“Y
azoo

Fraud”

と
し
て
全
国
的
に
有
名
に
な
っ
た
事
件
で
、
ジ

ョ
ー
ジ
ア
州
が
そ
の
罪
科
を
問
わ
れ
る
に
至
っ
て
稔
り
、
た
と
え

史

学
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契
約
が
詐
欺
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
当
事
者

に
は
私
人
の
み
な
ら
ず
公
け
も
含
ま
れ
る
と
拡
大
解
釈
し
て
財
産

権
の
保
護
を
求
め
た
（
６７
）
。

こ
の
よ
う
に
司
法
部
門
も
味
方
に
つ
け
た
た
め
、
財
産
を
保
護

し
、
通
商
を
増
進
し
、
州
の
権
限
を
制
約
す
る
と
い
う
制
定
者
の

意
図
は
ほ
ぼ
達
成
さ
れ
た
。
彼
ら
は
契
約
条
項
に
加
え
、
権
利
章

典
、
適
法
手
続
を
附
加
し
て
、
政
治
的
多
数
派
が
財
産
所
有
の
少

数
派
を
萎
縮
さ
せ
な
い
よ
う
工
夫
を
こ
ら
し
た
。
か
く
て
制
定
者

た
ち
は
そ
の
出
来
あ
が
り
に
可
成
り
の
満
足
感
を
覚
え
た
。
革
命

期
の
行
き
す
ぎ
が
抑
止
さ
れ
、
新
連
邦
政
府
は
足
下
を
固
め
、
憲

法
の
中
に
ロ
ッ
ク
的
財
産
権
を
挿
入
し
た
。
然
し
新
し
い
政
治
ス

キ
ー
ム
を
機
能
的
な
立
憲
体
制
に
移
入
さ
せ
る
と
い
う
現
実
問
題
、

就
中
二
重
主
権
併
存
の
難
問
は
残
っ
た
。
経
済
成
長
へ
の
願
望
と
、

社
会
的
変
化
を
調
和
さ
せ
、
既
得
の
財
産
権
の
安
寧
を
計
る
更
な

る
試
み“Property

m
ust

be
secured.”

を
継
続
さ
せ
る
必
要
は

続
い
た
（
６８
）
。

建
国
初
期
の
時
代
に
み
ら
れ
た
州
の
経
済
操
作
に
制
約
を
か
け

た
憲
法
第
一
章
第
十
節
は
、
財
産
権
に
直
接
す
る
の
み
な
ら
ず
州

�
連
邦
関
係
、
換
言
す
れ
ば
ア
メ
リ
カ
的
連
邦
主
義
の
根
幹
に
関

わ
っ
た
。
反
フ
ェ
デ
ラ
リ
ス
ト
が
危
惧
し
、
フ
ェ
デ
ラ
リ
ス
ト
が

好
感
し
た
負
債
者
救
済
諸
法
の
制
定
禁
止
、「
契
約
」
絶
対
的
厳

守
が
意
図
さ
れ
た
も
の
の
、
そ
の
遵
守
度
は
必
ら
ず
し
も
完
全
で

は
な
か
っ
た
（
再
び
第
一
表
参
照
）。
そ
の
最
大
因
の
一
つ
は
マ

デ
ィ
ス
ン
がT

he
F
ederalist

N
o.39

で
示
し
た
合
衆
国
政
体
の

特
異
性
に
由
来
し
た
。「
新
憲
法
を
批
准
す
る
行
為
（
の
性
格
）

ナ

シ

ョ

ナ

ル

フ
ェ
デ
ラ
ル

は
統
一
国
家
的
で
は
な
く
連
邦
的
」
で
あ
り
、「
下
院
の
組
織
は

ナ

シ

ョ

ナ

ル

フ
ェ
デ
ラ
ル

統
一
国
家
的
で
あ
っ
て
連
邦
的
で
は
な
い
が
、
上
院
（
の
組
織
）

フ
ェ
デ
ラ
ル

ナ

シ

ョ

ナ

ル

は
連
邦
的
で
あ
り
統
一
国
家
的
で
は
な
い
」、
ま
た
大
統
領
選
挙

フ
ェ
デ
ラ
ル

ナ

シ

ョ

ナ

ル

に
つ
い
て
は
「
連
邦
的
で
も
あ
り
統
一
国
家
的
で
も
あ
る
（
６９
）
。」
こ

れ
が
契
約
条
項
の
文
言
の
曖
昧
さ
と
相
俟
っ
て
、
双
派
の
間
に

様
々
な
解
釈
を
行
な
わ
せ
、
同
条
項
が
爾
後
ど
の
よ
う
な
影
響
を

与
え
る
か
を
決
し
か
ね
る
要
因
と
な
っ
た
。
依
然
と
し
て
州
の
先

導
性
が
連
邦
制
形
成
に
影
響
を
与
え
続
け
、
十
八
世
紀
末
か
ら
十

九
世
紀
第
１
四
半
世
紀
の
間
、
新
政
府
の
下
で
も
支
払
い
延
期
法
、

そ
の
他
の
形
を
と
っ
た
債
務
者
救
済
諸
法
が
連
邦
諸
裁
の
司
法
再

審
理
に
か
け
ら
れ
る
危
険
性
も
殆
ん
ど
な
い
下
で
、
将
来
も
喫
緊

の
経
済
的
危
機
に
お
い
て
は
州
の
警
察
権
能
は
行
使
さ
れ
う
る
と

考
え
ら
れ
て
い
た
（
７０
）
。

か
く
て
財
産
権
保
護
の
仕
組
み
は
様
々
に
試
み
ら
れ
、
相
当
の

成
功
を
み
た
も
の
の
、
そ
の
反
面
制
定
者
間
の
意
図
の
多
様
さ
と

文
言
の
曖
昧
さ
の
故
に
、
州
立
法
府
の
主
導
性
を
依
然
多
く
維
持

し
た
新
憲
法
は
、
そ
の
制
定
後
も
州
経
済
政
策
を
排
他
的
に
コ
ン

Im
perium

in
Im

perio

�
ア
メ
リ
カ
連
邦
主
義
の
進
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と
財
産
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の
保
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ト
ロ
ー
ル
出
来
な
い
こ
と
を
証
明
し
た
。
建
国
以
来
の
未
解
決
の

難
問im

perium
in

im
perio

は
完
全
に
は
克
服
さ
れ
て
い
な
い

こ
と
、
こ
の
国
の
連
邦
主
義
は
未
だ
「
進
化
」
の
途
上
に
あ
り
、

そ
の
最
終
解
決
は
力
ず
く
の
南
北
戦
争
ま
で
待
た
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

註（
１
）
山
口
房
司
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
自
由
と
生
得
の
財
産
権
と
の

結
合
―
植
民
地
時
代
か
ら
連
合
規
約
に
か
け
て
」
山
口
大
学
『
文

学
会
志
』
第
五
十
九
巻
（
平
成
二
十
一
年
三
月
）。

（
２
）

A
.T

.M
ason

,
W

.M
.B

eaney,
and

D
.G

.Stephenson
,
Jr.,

A
m
erican

C
onstitutional

Law
.
Introductory

E
ssays

and
Se-

lected
C
ases

（N
J,Prentice

‐H
all,

（1983
）,4.

（
３
）

Ibid
.

（
４
）
松
本
重
治
・
岩
永
健
吉
郎
「
ザ
・
フ
ェ
デ
ラ
リ
ス
ト
」
ア
メ
リ

カ
学
会
訳
編
『
原
典
ア
メ
リ
カ
史
第
二
巻
』（
岩
波
書
店
、
昭
和
三

十
三
年
）
三
四
九
―
三
九
四
頁
参
照
。

（
５
）

Justice
W
ilson

in
C
hisholm

v.
G
eorgia

,
2
D
all.

（2U
,S.

）
419,470

�71

（1793

）;M
ason

et
al.,op.

cit.,154

�58.See
also

C
.Jacobs,

T
he

E
leventh

A
m
endm

ent
and

Sovereign
Im

m
u-

nity

（1972

）.

田
中
英
夫
『
ア
メ
リ
カ
法
の
歴
史
（
上
）』（
東
京
大

学
出
版
会
、
一
九
六
八
年
）
一
七
六
―
七
八
頁
。

（
６
）
ア
ダ
ム
ズ
が
「
連
合
規
約
は
盲
目
的
にim

perium
in

im
perio

に
没
入
」
し
て
い
る
と
警
告
し
、
ハ
ミ
ル
ト
ン
がT

he
F
ederalist

N
o.22

で
悲
歎
し
た
「
全
く
の
政
治
的
異
教
」
が
現
実
の
州
権
論

セ
セ
ッ
シ
ョ
ン

の
最
も
大
胆
な
連
邦
法
無
効
論
（
関
税
論
争
）、
連
邦
離
脱
、
南
北

戦
争
に
至
っ
て
頂
点
に
達
し
、
ア
メ
リ
カ
の
民
主
政
体
は
一
時
的

に
消
滅
す
る
ま
で
存
続
し
た
。
南
北
戦
争
はim

perium
in

im
pe-

rio

の
最
大
の
結
末
で
あ
っ
た
。
山
口
房
司
『
南
北
戦
争
研
究
』

（
啓
文
社
、
昭
和
六
十
年
）。See

also
A
.T
.M

ason,T
he

State
R
ights

D
ebate

:A
ntifederalism

and
the

C
onsti-tution

（N
Y
:

O
xford

U
niversity

Press,1972

）.

（
７
）
こ
の
種
の
法
の
制
定
及
び
憲
法
批
准
の
経
過
に
つ
い
て
はA

l-
lan

N
evins,

T
he

A
m
erican

States
D
uring

and
A
fter

the
R
evolution

（N
Y
:1924

）,386,
390,

404,
457,

525,
537,

549,
570

�71.

（
８
）

Steven
R
.
B
oyd

,
“T

he
C
ontract

C
lause

and
the

E
vo-

lution
of

A
m
erican

Federalism
,
1789

�1815,”
44

W
illiam

and
M
ary

Q
uarterly,3rd

ser.

（1987

）,537.

（
９
）

Ibid.,500.

（
１０
）

M
adison

to
Jefferson

,
O
ct.24,

N
ov.1787,

in
M
errill

Jensen,John
K
am

inski,and
G
aspare

J.Saladino(eds.

）,The
D
ocum

entary
H
istory

of
the

R
atification

of
the

C
onstitution

（M
adison,

W
is,

1976

）,XIII,
447,

hereafter
cited

as
H
istory

ofR
atification

.

（
１１
）

Ibid
.

（
１２
）

Ibid
.,II,500.

同
頁
に
第
十
節
と
酷
似
の
文
言
。

（
１３
）

R
ichard

A
.
E
pstein

,
“T

ow
ard

a
R
evitalization

of
the

C
ontract

C
lause,”

51
U
niversity

of
C
hicago

Law
R
eview

,
N
o.3

sum
m
er

（1984

）,703.

（
１４
）

C
harles

A
.
B
eard

,
A
n

E
conom

ic
Interpretation

of
the

史

学

第
七
八
巻

第
四
号

七
八
（
四
六
〇
）



C
onstitution

ofthe
U
nited

States

（N
Y
:1913

）,73

�151.
（
１５
）

Ibid
.,178,182.

（
１６
）

M
errill

Jensen
,
T
he

M
aking

of
A
m
erican

C
onstitution

（N
Y
:1964

）,971
;
Forrest

M
cD

onald,
E

Pluribus
U
num

:
T
he

F
orm

ation
ofthe

A
m
erican

R
epublic,

1776

�1790

（B
os-

ton
:1965

）,186

�87.

（
１７
）

B
enjam

in
Fletcher

W
right,

T
he

C
ontract

C
lause

of
the

C
onstitution

（C
am

bridge,M
ass.:1938

）,Chap.I.

（
１８
）
前
掲
、
山
口
房
司
論
文
。

（
１９
）

B
oyd,“C

ontract
C
lause,”

531.

（
２０
）

Jam
es

E
ly

Jr.,
T
he

G
uardian

of
E
very

O
ther

R
ight.

A
C
onstitutional

H
istory

of
Property

R
ights

（N
Y
,
O
xford

U
ni-

versity
Press,1992

）,45
;
B
oyd,“C

ontract
C
lause,”

531.

（
２１
）

E
pstein

,
“C

ontract
C
lause

,”
705
�710

（Intent
of

the
Fram

ers

）,esp.707.

（
２２
）
疑
似
革
命
権
と
し
て
のjudicialreview

の
重
要
性
に
つ
い
て

は
次
を
参
照
。M

ason
et

al.,op.
cit.,2

�3
;
B
oyd,“C

ontract
C
lause,”

531.

（
２３
）

E
pstein,“R

evitalization,”
707

;
E
ly,Jr.,op.

cit.,43.

（
２４
）

M
ax

Farrand

（ed
.

）,T
he

R
ecords

of
F
ederal

C
onvention

of1787
,rev.ed.,5

vols.

（N
ew

H
aven,

C
onn.:Y

ale
U
niver-

sity
Press,1937

）,I,534.

（
２５
）

Ibid.,302.

（
２６
）

“D
iscourse

on
D
avila

,”
in

C
harles

Francis
A
dam

s

（ed.

）,The
W
orks

of
John

A
dam

s,
10

vols.

（B
oston

:Little,
B
row

n,1851

）,VI,280.H
ereafter

cited
as

W
orks

of
John

A
d-

am
s.

（
２７
）

E
ly,Jr.,op.

cit.,50.

（
２８
）

M
ax

Farrand,R
ecords,III,350.

（
２９
）

B
oyd,“C

ontract
C
lause,”

532.

（
３０
）

Farrand,R
ecords,III,350.

（
３１
）

Jonathan
E
lliot

（ed
.

）,T
he

D
ebates

in
the

Several
C
on

-
ventions

on
the

A
doption

of
the

F
ederal

C
onstitution

,
2nd

ed.,5vols.

（Philadelphia,1836

�59,reprinted
in

Salem
,N

H
:

A
yer

C
om

pany,
1987

）,IV
,333

�36.
H
ereafter

cited
as

D
e-

bates.

（
３２
）

E
ly,Jr.,op.

cit.,51.

下
線
原
文
イ
タ
リ
ッ
ク
。

（
３３
）

E
lliot,D

ebates,IV
,191.

（
３４
）

Sherm
an

and
E
llsw

orth
to

G
overnor

H
untington,

Sept,
26,

1787,
in

M
errill

Jensen
,
John

P
.
K
am

inski,
and

G
as-

pare
Saladino

（eds.

）,The
D
ocum

entary
H
istory

of
the

R
atifi-

cation
of

the
C
onstitution

（M
adison,

W
is.:1976

）,XIII,
471.

H
ereafter

cited
as

H
istory

ofR
atification

.

（
３５
）

E
ly,Jr.,op.

cit.,50.

（
３６
）

Jam
es

M
adison

to
Jam

es
M
adison,

Sr.,
D
ec.12,

1787,
in

R
obert

A
.
R
utland

et
al.

（eds.

）,T
he

Papers
of

Jam
es

M
adison

（C
hicago

:1975

）,IX
,205.

（
３７
）

“Preface
to

D
ebates

in
the

C
onvention

of
1787,”

in
Farrand

（ed.

）,Records,III,548.
（
３８
）

H
istory

ofR
atification

,X
III,274

n.

（
３９
）

La
Forest

to
com

te
de

M
ontm

orin
,
Sept.28,

1787,
in

ibid.,259.

Im
perium

in
Im

perio

�
ア
メ
リ
カ
連
邦
主
義
の
進
化
と
財
産
権
の
保
護

七
九
（
四
六
一
）



（
４０
）
塚
本
重
頼
・
長
内
了
『
註
解
ア
メ
リ
カ
憲
法
』（
酒
井
書
房
、

一
九
八
三
年
）。
因
み
に
債
務
の
免
脱
を
許
す
権
限
は
、
一
八
九
八

年
連
邦
に
の
み
専
属
す
る
と
し
て
漸
く
こ
れ
に
つ
い
て
の
州
権
の

発
効
は
完
全
に
封
止
さ
れ
た
。

（
４１
）

Farrand,R
ecords,II,439

�40.

（
４２
）

W
right,op.

cit.,12

�16
;
B
oyd,“C

ontract
C
lause,”

529

�

30.

（
４３
）

E
ly,Jr,.op.

cit.,52.

（
４４
）
田
中
英
夫
『
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一

九
八
七
年
）
五
四
―
八
八
頁
。M

ason,op.
cit.,293

�97.

（
４５
）

W
illiam

W
.W

iecek,T
he

Sources
of

A
ntislavery

C
onstitu

-tionalism
in

A
m
erica

,
1760

�1848

（N
Y
,
Ithaca

:C
ornell

U
niversity

Press,1977

）,63.

（
４６
）

W
orks

ofJohn
A
dam

s,280.

（
４７
）
中
屋
健
一
「
ヴ
ァ
ジ
ニ
ア
憲
法
」『
原
典
ア
メ
リ
カ
史
第
二

巻
』（
岩
波
書
店
、
昭
和
三
十
三
年
）
一
七
三
―
八
三
頁
。
小
倉
庫

次
『
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
州
憲
法
の
研
究
』（
有
斐
閣
、
昭
和
三
十
六

年
）
二
八
―
三
三
頁
。
権
利
章
典
と
権
利
宣
言
は
二
四
州
対
二
五

州
と
相
半
ば
し
て
い
て
、
そ
の
間
に
地
理
的
、
年
代
的
差
違
は
な

い
。

（
４８
）

Farrand,R
ecord

,II,637.

（
４９
）

E
lbridge

G
erry

to
President

of
Senate

and
Speaker

of
the

H
ouse

of
M
assachussetts,O

ct.8,
1787,

quoted
in

ibid
.,

III,128
;
Luther

M
atin’s

R
eply

to
the

Landholder,
M
ar.29,

1787,quoted
in

ibid
.,III,288,290

�91.

（
５０
）

T
he

F
ederalist

N
o.84

（1788

）.

前
出
松
本
・
岩
永
「
ザ
・
フ

ェ
デ
ラ
リ
ス
ト
」
三
四
九
―
三
九
四
頁
に
秀
れ
た
解
説
が
あ
る
。

（
５１
）
各
州
批
准
時
に
賛
否
相
拮
抗
し
た
状
況
が
次
に
見
ら
れ
る
。
マ

サ
チ
ュ
セ
ッ
ツ
一
八
七
対
一
六
八
、
ニ
ュ
ー
ハ
ム
プ
シ
ャ
五
七
対

四
七
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
三
十
対
二
七
、
ヴ
ァ
ジ
ニ
ア
八
九
対
七
九
、

い
ず
れ
も
賛
成
票
は
三
分
の
二
に
達
せ
ず
、
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ァ
ニ
ア

が
四
六
対
二
三
で
三
分
の
二
、
サ
ウ
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
一
四
九
対
七

三
で
辛
う
じ
て
三
分
の
二
を
越
え
た
。E

lliot,D
ebates,322

�23.

田
中
『
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
』
四
四
頁
註
一
七
。

（
５２
）

E
lliot,D

ebates,III,658.

（
５３
）

E
dw

ard
S.

C
orw

in,
“T

he
D
octrine

of
D
ue

Process
of

Law
before

the
C
ivil

W
ar,”

24
H
arvard

Law
R
eview

（1911

）,360,370

�71.

（
５４
）

H
oke

v.
H
enderson

,
2
D
ev.1,

25

（N
.l.

1833

）;C
orw

in
,

“D
octrine

of
D
ue

Process,”
382.

（
５５
）
田
中
『
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
』
五
二
―
五
三
頁
。
実
体
的
適
法

手
続
へ
と
重
心
が
移
る
の
は
修
正
第
十
四
条
制
定
以
降
で
あ
る
。

山
口
房
司
『
多
分
節
国
家
ア
メ
リ
カ
の
法
と
社
会
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ

書
房
、
一
九
九
九
年
）
一
五
―
五
七
頁
。
石
田

尚
『
実
体
的
適

法
手
続
』（
信
山
社
、
一
九
八
八
年
）。

（
５６
）

E
ly,Jr.,op.

cit.,4.

（
５７
）

T
hom

as
C
.
G
ray,

“T
he

M
althusian

C
onstitution

,”
41

U
niversity

ofM
iam

i
Law

R
eview

（1986

）,21.
（
５８
）

Peter
C
olem

an,
D
ebtors

and
C
reditors

in
A
m
erica

:In-
solvency,

Im
prisonm

ent
for

D
ebt

and
B
anktrupcy,

1607

�

1880
（M

adison,W
iss.:1974

）.

（
５９
）

Louis
H
artz,E

conom
ic

Policy
and

D
em

ocratic
T
hought

:

史

学

第
七
八
巻

第
四
号

八
〇
（
四
六
二
）



Pennsylvania,
1776

�1860
(C

am
bridge,M

ass.:1948

）.

（
６０
）

A
.H

.
Fuller,

“M
oratory

Legislation
:
A

C
om

parative
Study,”

16
H
arvard

Law
R
eview

(1933

）,1061

�1085.
（
６１
）

K
irm

it
L
.
H
all,

T
he

M
agic

M
irror

:Law
in

A
m
erican

H
istory

（N
Y
:O

xford
U
niversity

Press,1989

）,69.

（
６２
）

E
ly,Jr.,op.

cit.,50.

（
６３
）
前
掲
松
本
・
岩
永
「
ザ
・
フ
ェ
デ
ラ
リ
ス
ト
」
三
四
九
―
九
四

頁
。

（
６４
）
マ
デ
ィ
ス
ン
に
は
財
産
に
関
す
る
次
の
有
名
な
論
文
が
あ
る
。

“Property,”
in

R
obert

A
.
R
utland

and
T
hom

as
A
.
M
ason

（eds.

）,The
Papers

of
Jam

es
M
adison

(C
harlottesville

:U
ni-

versity
Press

of
V
irginia,1983

）,XIV
,
266

�68.
See

also
M
a-

son
et

al.,op.
cit.,294.

（
６５
）

E
lliot,D

ebates,IV
,333

�36.

（
６６
）

D
avid

R
am

say
,
A
n

A
ddress

to
the

F
reem

an
of

South
C
arolina

on
the

F
ederal

C
onstitution

of
the

U
nited

States

（B
rooklyn,N

Y
:,1888,reprinted

ed.,1968

）,379
�80.

（
６７
）

F
letcher

v.Peck,6
C
ranch

87

（1810

）;M
ason,et

al.,
op.

cit.,32,296,297.

田
中
『
ア
メ
リ
カ
法
の
歴
史
（
上
）』
二
五
六

―
六
二
頁
。
田
中
『
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
』
七
三
、
七
七
、
七
九
、

八
三
、
八
五
、
一
〇
三
、
一
〇
四
頁
。
よ
り
詳
し
く
は
次
を
参
照
、

C
.
Peter

M
agrath,

Law
and

Politics
in

the
N
ew

R
epublic

:
T
he

C
ase

of
F
letcher

v.
Peck

（Providence,
R
I
:B

row
n

U
ni-

versity
Press,

1966

）.Ely,
Jr.,

op.
cit.,

chapter
3
“Property

M
ust

B
e
Secured,:E

stablishing
a
N
ew

C
onstitutional

O
r-

der,”
42

�58.

（
６８
）
前
掲
『
原
典
ア
メ
リ
カ
史
第
二
巻
』
三
七
四
―
七
五
頁
。

（
６９
）

B
oyd,“C

ontract
C
lause,”

548.

（
７０
）

M
ason

et
al.,op.

cit.,298

�299.

Im
perium

in
Im

perio

�
ア
メ
リ
カ
連
邦
主
義
の
進
化
と
財
産
権
の
保
護

八
一
（
四
六
三
）


